
 

 

平成２０年１２月２日 

 

特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令について 

 

「特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令」が、平成２０年

１２月２日に閣議決定されました。 

本政令は、特定家庭用機器廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用を一層

推進するため、液晶式及びプラズマ式テレビジョン受信機並びに衣類乾燥機を

特定家庭用機器に加えるとともに、再商品化等の基準を引き上げる等の措置を

講ずるものです。 

 

１．改正の趣旨 

    本政令は、特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）附則第３条

にある施行後５年を経過した場合における検討の規定に基づき、家電リサ

イクル制度の評価・検討を行った審議会の報告書を踏まえ、特定家庭用機

器廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用を一層推進するため、特定家

庭用機器再商品化法施行令（平成１０年政令第３７８号。以下「令」とい

う。）について所要の改正を行うものです。 

 

２．改正の内容 

（１）特定家庭用機器の追加（令第１条関連） 

特定家庭用機器に以下のものが追加されます。 

・ 液晶式テレビジョン受信機（電源として一次電池又は蓄電池を使用

しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したも

のを除く。）、プラズマ式テレビジョン受信機 

・ 衣類乾燥機 

 

（２）電気洗濯機からの特定物質等の回収・破壊等義務の追加（令第２条関

連） 

 生活環境の保全に資する事項であって、当該再商品化等の実施と一体

的に行うことが特に必要かつ適切であるものとして政令で定める事項に、

電気洗濯機のうち、冷媒として特定物質等を使用するものからの特定物

質等の回収・破壊等に関する規定が追加されます。 

 

（３）再商品化等基準の見直し等（令第３条関連） 

再商品化等の基準について、以下のように変更・新設を行います。 



 

エアコンディショナー：１００分の７０（現行：１００分の６０） 

液晶式・プラズマ式テレビジョン受信機：１００分の５０（新設） 

電気冷蔵庫・電気冷凍庫：１００分の６０（現行：１００分の５０） 

電気洗濯機・衣類乾燥機：１００分の６５（現行：１００分の５０） 

（衣類乾燥機については新設） 

 

３．今後の予定 

  公     布 平成２０年１２月５日 

施     行 平成２１年 ４月１日 

 

  

 

                      

 
 

 （本発表資料のお問い合わせ先） 

  商務情報政策局環境リサイクル室長 河本 

      担当者： 今井、村田 

   電 話：０３－３５０１－１５１１（内線 ３９８１～７） 

       ０３－３５０１－６９４４（直通） 

 



特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

特
定
家
庭
用
機
器
に
、
液
晶
式
及
び
プ
ラ
ズ
マ
式
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
並
び
に
衣
類
乾
燥
機
を
加
え
る
こ
と
。
（
第

一
条
関
係
）

第
二

政
令
で
定
め
る
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
に
、
電
気
洗
濯
機
及
び
衣
類
乾
燥
機
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の
を
加
え
、
当

該
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
事
項
と
し
て
特
定
物
質
等
の
回
収
、
破
壊
等
を
定
め
る
こ
と
。
（
第

二
条
関
係
）

第
三

再
商
品
化
等
を
実
施
す
べ
き
量
に
関
す
る
基
準
を
見
直
す
こ
と
。
（
第
三
条
関
係
）

第
四

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
関
係
）



政
令
第

号

特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
二
条
第
四
項
、
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
二

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

ブ
ラ
ウ
ン
管
式
の
も
の

ロ

液
晶
式
の
も
の
（
電
源
と
し
て
一
次
電
池
又
は
蓄
電
池
を
使
用
し
な
い
も
の
に
限
り
、
建
築
物
に
組
み
込
む
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
を
除
く
。
）
及
び
プ
ラ
ズ
マ
式
の
も
の

第
一
条
第
四
号
中
「
電
気
洗
濯
機
」
の
下
に
「
及
び
衣
類
乾
燥
機
」
を
加
え
る
。

第
二
条
第
一
項
の
表
前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
特
定
家
庭
用
機
器
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の
の
項
中
「
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄

物
か
ら
冷
媒
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
特
定
物
質
等
」
を
「
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
う
ち
、
冷
媒
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い



た
特
定
物
質
等
を
含
む
も
の
か
ら
当
該
特
定
物
質
等
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

前
条
第
四
号
に
掲
げ
る
特
定
家
庭

特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
う
ち
、
冷
媒
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
特
定
物
質
等

用
機
器
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の

を
含
む
も
の
か
ら
当
該
特
定
物
質
等
を
回
収
し
て
、
こ
れ
を
自
ら
冷
媒
そ
の
他
製

品
の
原
材
料
と
し
て
利
用
し
、
若
し
く
は
冷
媒
そ
の
他
製
品
の
原
材
料
と
し
て
利

用
す
る
者
に
有
償
若
し
く
は
無
償
で
譲
渡
し
得
る
状
態
に
し
、
又
は
破
壊
す
る
こ

と
。

第
三
条
の
表
第
一
号
中
「
百
分
の
六
十
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
改
め
、
同
表
第
二
号
中
「
百
分
の
五
十
五
」
の
下
に
「
（

第
一
条
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
特
定
家
庭
用
機
器
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
五
十
）
」
を
加
え
、
同
表
第

三
号
中
「
百
分
の
五
十
」
を
「
百
分
の
六
十
」
に
改
め
、
同
表
第
四
号
中
「
百
分
の
五
十
」
を
「
百
分
の
六
十
五
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
及
び
資
源
の
有
効
な
利
用
を
一
層
推
進
す
る
た
め
、
液
晶
式
及
び
プ
ラ
ズ
マ
式
テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
並
び
に
衣
類
乾
燥
機
を
特
定
家
庭
用
機
器
に
加
え
る
と
と
も
に
、
再
商
品
化
等
の
基
準
を
見
直
す
等
の
必

要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）

改

正

案

現

行

（
特
定
家
庭
用
機
器
）

（
特
定
家
庭
用
機
器
）

第
一
条

特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二

第
一
条

特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二

条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
機
械
器
具
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
機
械
器
具
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

二

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
（
ブ
ラ
ウ
ン
管
式
の
も
の
に
限
る
。）

イ

ブ
ラ
ウ
ン
管
式
の
も
の

ロ

液
晶
式
の
も
の
（
電
源
と
し
て
一
次
電
池
又
は
蓄
電
池
を
使
用
し

な
い
も
の
に
限
り
、
建
築
物
に
組
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設

計
し
た
も
の
を
除
く
。）
及
び
プ
ラ
ズ
マ
式
の
も
の

三

（
略
）

三

（
略
）

四

電
気
洗
濯
機
及
び
衣
類
乾
燥
機

四

電
気
洗
濯
機

（
再
商
品
化
等
の
実
施
と
一
体
的
に
行
う
べ
き
生
活
環
境
の
保
全
に
資
す

（
再
商
品
化
等
の
実
施
と
一
体
的
に
行
う
べ
き
生
活
環
境
の
保
全
に
資
す

る
事
項
）

る
事
項
）

第
二
条

法
第
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物

第
二
条

法
第
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
事

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
事

項
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表

項
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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前
条
第
三
号
に
掲

一

特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
う
ち
、
冷
媒
と

前
条
第
三
号
に
掲

一

特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
か
ら
冷
媒
と
し
て

げ
る
特
定
家
庭
用

し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
特
定
物
質
等
を
含
む
も

げ
る
特
定
家
庭
用

使
用
さ
れ
て
い
た
特
定
物
質
等
を
回
収
し
て
、

機
器
が
廃
棄
物
と

の
か
ら
当
該
特
定
物
質
等
を
回
収
し
て
、
こ
れ

機
器
が
廃
棄
物
と

こ
れ
を
自
ら
冷
媒
そ
の
他
製
品
の
原
材
料
と
し

な
っ
た
も
の

を
自
ら
冷
媒
そ
の
他
製
品
の
原
材
料
と
し
て
利

な
っ
た
も
の

て
利
用
し
、
若
し
く
は
冷
媒
そ
の
他
製
品
の
原

用
し
、
若
し
く
は
冷
媒
そ
の
他
製
品
の
原
材
料

材
料
と
し
て
利
用
す
る
者
に
有
償
若
し
く
は
無

と
し
て
利
用
す
る
者
に
有
償
若
し
く
は
無
償
で

償
で
譲
渡
し
得
る
状
態
に
し
、
又
は
破
壊
す
る

譲
渡
し
得
る
状
態
に
し
、
又
は
破
壊
す
る
こ
と
。

こ
と
。

二

特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
に
使
用
さ
れ
て
い

二

特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
に
使
用
さ
れ
て
い

た
断
熱
材
で
特
定
物
質
等
を
含
む
も
の
に
係
る

た
断
熱
材
で
特
定
物
質
等
を
含
む
も
の
に
係
る

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
項

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
断
熱
材
に
含
ま
れ
て
い
る
特
定
物
質

イ

当
該
断
熱
材
に
含
ま
れ
て
い
る
特
定
物
質

等
を
回
収
し
て
、
こ
れ
を
自
ら
断
熱
材
そ
の

等
を
回
収
し
て
、
こ
れ
を
自
ら
断
熱
材
そ
の

他
製
品
の
原
材
料
と
し
て
利
用
し
、
若
し
く

他
製
品
の
原
材
料
と
し
て
利
用
し
、
若
し
く

は
断
熱
材
そ
の
他
製
品
の
原
材
料
と
し
て
利

は
断
熱
材
そ
の
他
製
品
の
原
材
料
と
し
て
利

用
す
る
者
に
有
償
若
し
く
は
無
償
で
譲
渡
し

用
す
る
者
に
有
償
若
し
く
は
無
償
で
譲
渡
し

得
る
状
態
に
し
、
又
は
破
壊
す
る
こ
と
。

得
る
状
態
に
し
、
又
は
破
壊
す
る
こ
と
。

ロ

当
該
断
熱
材
を
自
ら
断
熱
材
そ
の
他
製
品

ロ

当
該
断
熱
材
を
自
ら
断
熱
材
そ
の
他
製
品

の
原
材
料
と
し
て
利
用
し
、
若
し
く
は
断
熱

の
原
材
料
と
し
て
利
用
し
、
若
し
く
は
断
熱

材
そ
の
他
製
品
の
原
材
料
と
し
て
利
用
す
る

材
そ
の
他
製
品
の
原
材
料
と
し
て
利
用
す
る

者
に
有
償
若
し
く
は
無
償
で
譲
渡
し
得
る
状

者
に
有
償
若
し
く
は
無
償
で
譲
渡
し
得
る
状

態
に
し
、
又
は
そ
の
破
壊
（
当
該
断
熱
材
に

態
に
し
、
又
は
そ
の
破
壊
（
当
該
断
熱
材
に

含
ま
れ
て
い
る
特
定
物
質
等
を
破
壊
す
る
こ

含
ま
れ
て
い
る
特
定
物
質
等
を
破
壊
す
る
こ

と
が
で
き
る
方
法
に
よ
る
も
の
に
限
る
。）
を

と
が
で
き
る
方
法
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

す
る
こ
と
。

を
す
る
こ
と
。

前
条
第
四
号
に
掲

特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
う
ち
、
冷
媒
と
し
て

（
新
規
）

（
新
規
）
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げ
る
特
定
家
庭
用

使
用
さ
れ
て
い
た
特
定
物
質
等
を
含
む
も
の
か
ら

機
器
が
廃
棄
物
と

当
該
特
定
物
質
等
を
回
収
し
て
、
こ
れ
を
自
ら
冷

な
っ
た
も
の

媒
そ
の
他
製
品
の
原
材
料
と
し
て
利
用
し
、
若
し

く
は
冷
媒
そ
の
他
製
品
の
原
材
料
と
し
て
利
用
す

る
者
に
有
償
若
し
く
は
無
償
で
譲
渡
し
得
る
状
態

に
し
、
又
は
破
壊
す
る
こ
と
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
再
商
品
化
等
の
基
準
）

（
再
商
品
化
等
の
基
準
）

第
三
条

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
再
商
品
化
等
を
実
施
す

第
三
条

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
再
商
品
化
等
を
実
施
す

べ
き
量
に
関
す
る
基
準
は
、
当
該
年
度
に
お
い
て
再
商
品
化
等
を
し
た
次

べ
き
量
に
関
す
る
基
準
は
、
当
該
年
度
に
お
い
て
再
商
品
化
等
を
し
た
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
に
つ
い
て
、
当
該
特
定

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
に
つ
い
て
、
当
該
特
定

家
庭
用
機
器
廃
棄
物
か
ら
分
離
さ
れ
た
部
品
及
び
材
料
の
う
ち
再
商
品
化

家
庭
用
機
器
廃
棄
物
か
ら
分
離
さ
れ
た
部
品
及
び
材
料
の
う
ち
再
商
品
化

等
を
さ
れ
た
も
の
の
総
重
量
の
当
該
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
総
重
量

等
を
さ
れ
た
も
の
の
総
重
量
の
当
該
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
総
重
量

に
対
す
る
割
合
が
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
割
合
以
上
で
あ
り
、

に
対
す
る
割
合
が
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
割
合
以
上
で
あ
り
、

か
つ
、
当
該
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
か
ら
分
離
さ
れ
た
部
品
及
び
材
料

か
つ
、
当
該
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
か
ら
分
離
さ
れ
た
部
品
及
び
材
料

の
う
ち
再
商
品
化
を
さ
れ
た
も
の
の
総
重
量
の
当
該
特
定
家
庭
用
機
器
廃

の
う
ち
再
商
品
化
を
さ
れ
た
も
の
の
総
重
量
の
当
該
特
定
家
庭
用
機
器
廃

棄
物
の
総
重
量
に
対
す
る
割
合
が
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
割
合

棄
物
の
総
重
量
に
対
す
る
割
合
が
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
割
合

以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
特
定
家
庭

百
分
の
七

百
分
の
七

一

第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
特
定
家
庭

百
分
の
六

百
分
の
六

用
機
器
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の

十

十

用
機
器
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の

十

十

二

第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
特
定
家
庭

百
分
の
五

百
分
の
五

二

第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
特
定
家
庭

百
分
の
五

百
分
の
五

用
機
器
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の

十
五
（
第

十
五
（
第

用
機
器
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の

十
五

十
五
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一
条
第
二

一
条
第
二

号
ロ
に
掲

号
ロ
に
掲

げ
る
特
定

げ
る
特
定

家
庭
用
機

家
庭
用
機

器
が
廃
棄

器
が
廃
棄

物
と
な
っ

物
と
な
っ

た
も
の
に

た
も
の
に

あ
っ
て
は

あ
っ
て
は

、
百
分
の

、
百
分
の

五
十
）

五
十
）

三

第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
特
定
家
庭

百
分
の
六

百
分
の
六

三

第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
特
定
家
庭

百
分
の
五

百
分
の
五

用
機
器
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の

十

十

用
機
器
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の

十

十

四

第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
特
定
家
庭

百
分
の
六

百
分
の
六

四

第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
特
定
家
庭

百
分
の
五

百
分
の
五

用
機
器
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の

十
五

十
五

用
機
器
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の

十

十



特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

参
照
条
文

（
参
照
法
令
一
覧
）

○
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
七
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

１

○
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

２

○
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
六
年
政
令
第
三
百
八
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

４

○
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
百
四
十
三
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

７
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○
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
七
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
家
庭
用
機
器
」
と
は
、
一
般
消
費
者
が
通
常
生
活
の
用
に
供
す
る
電
気
機
械
器
具
そ
の
他
の
機
械
器
具
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

に
も
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

一

市
町
村
等
の
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
設
備
及
び
技
術
に
照
ら
し
当
該
機
械
器
具
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
再
商
品
化
等
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
も
の

二

当
該
機
械
器
具
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
再
商
品
化
等
が
資
源
の
有
効
な
利
用
を
図
る
上
で
特
に
必
要
な
も
の
の
う
ち
、
当
該
再
商
品
化
等
に
係
る

経
済
性
の
面
に
お
け
る
制
約
が
著
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の

三

当
該
機
械
器
具
の
設
計
又
は
そ
の
部
品
若
し
く
は
原
材
料
の
選
択
が
、
当
該
機
械
器
具
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
再
商
品
化
等
の
実
施
に
重
要
な
影

響
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の

四

当
該
機
械
器
具
の
小
売
販
売
（
事
業
者
へ
の
販
売
を
含
み
、
販
売
を
業
と
し
て
行
う
者
へ
の
販
売
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
業
と
し
て
行
う
者
が
そ
の
小
売
販
売

し
た
当
該
機
械
器
具
の
相
当
数
を
配
達
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
機
械
器
具
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の
に
つ
い
て
当
該
機
械
器
具
の
小
売
販
売
を
業
と
し
て
行
う

者
に
よ
る
円
滑
な
収
集
を
確
保
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

５
・
６

（
略
）

（
引
取
義
務
）

第
九
条

小
売
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
を
排
出
す
る
者
（
以
下
「
排
出
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
、

当
該
排
出
者
が
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
を
排
出
す
る
場
所
に
お
い
て
当
該
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
を
引
き
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

自
ら
が
過
去
に
小
売
販
売
を
し
た
特
定
家
庭
用
機
器
に
係
る
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
引
取
り
を
求
め
ら
れ
た
と
き
。

二

特
定
家
庭
用
機
器
の
小
売
販
売
に
際
し
、
同
種
の
特
定
家
庭
用
機
器
に
係
る
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
引
取
り
を
求
め
ら
れ
た
と
き
。

（
再
商
品
化
等
実
施
義
務
）
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第
十
八
条

（
略
）

２

製
造
業
者
等
は
、
前
項
に
規
定
す
る
再
商
品
化
等
を
す
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
ご
と
に
、
生
活
環
境
の
保
全
に
資
す
る
事
項
で
あ
っ
て

、
当
該
再
商
品
化
等
の
実
施
と
一
体
的
に
行
う
こ
と
が
特
に
必
要
か
つ
適
切
で
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
項
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
再
商
品
化
等
の
基
準
）

第
二
十
二
条

製
造
業
者
等
は
、
引
き
取
っ
た
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
に
つ
い
て
、
毎
年
度
、
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
再
商
品
化
等
を
実
施
す

べ
き
量
に
関
す
る
基
準
に
従
い
、
そ
の
再
商
品
化
等
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

○
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
（
抄
）

（
特
定
家
庭
用
機
器
）

第
一
条

特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
機
械
器
具
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

ユ
ニ
ッ
ト
形
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
（
ウ
ィ
ン
ド
形
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
又
は
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
が
壁
掛
け
形
若
し
く
は
床
置
き
形
で
あ
る
セ
パ
レ
ー
ト
形
エ

ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
に
限
る
。
）

二

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
（
ブ
ラ
ウ
ン
管
式
の
も
の
に
限
る
。
）

三

電
気
冷
蔵
庫
及
び
電
気
冷
凍
庫

四

電
気
洗
濯
機

（
再
商
品
化
等
の
実
施
と
一
体
的
に
行
う
べ
き
生
活
環
境
の
保
全
に
資
す
る
事
項
）

第
二
条

法
第
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
同
欄
に
掲
げ

る
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
特
定
家
庭
用
機

特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
か
ら
冷
媒
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
特
定
物
質
等
を
回
収
し
て
、
こ
れ
を
自
ら
冷
媒
そ
の
他
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器
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の

製
品
の
原
材
料
と
し
て
利
用
し
、
若
し
く
は
冷
媒
そ
の
他
製
品
の
原
材
料
と
し
て
利
用
す
る
者
に
有
償
若
し
く
は
無
償

で
譲
渡
し
得
る
状
態
に
し
、
又
は
破
壊
す
る
こ
と
。

前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
特
定
家
庭
用
機

一

特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
か
ら
冷
媒
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
特
定
物
質
等
を
回
収
し
て
、
こ
れ
を
自
ら
冷
媒
そ

器
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の

の
他
製
品
の
原
材
料
と
し
て
利
用
し
、
若
し
く
は
冷
媒
そ
の
他
製
品
の
原
材
料
と
し
て
利
用
す
る
者
に
有
償
若
し
く

は
無
償
で
譲
渡
し
得
る
状
態
に
し
、
又
は
破
壊
す
る
こ
と
。

二

特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
に
使
用
さ
れ
て
い
た
断
熱
材
で
特
定
物
質
等
を
含
む
も
の
に
係
る
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲

げ
る
事
項

イ

当
該
断
熱
材
に
含
ま
れ
て
い
る
特
定
物
質
等
を
回
収
し
て
、
こ
れ
を
自
ら
断
熱
材
そ
の
他
製
品
の
原
材
料
と
し

て
利
用
し
、
若
し
く
は
断
熱
材
そ
の
他
製
品
の
原
材
料
と
し
て
利
用
す
る
者
に
有
償
若
し
く
は
無
償
で
譲
渡
し
得

る
状
態
に
し
、
又
は
破
壊
す
る
こ
と
。

ロ

当
該
断
熱
材
を
自
ら
断
熱
材
そ
の
他
製
品
の
原
材
料
と
し
て
利
用
し
、
若
し
く
は
断
熱
材
そ
の
他
製
品
の
原
材

料
と
し
て
利
用
す
る
者
に
有
償
若
し
く
は
無
償
で
譲
渡
し
得
る
状
態
に
し
、
又
は
そ
の
破
壊
（
当
該
断
熱
材
に
含

ま
れ
て
い
る
特
定
物
質
等
を
破
壊
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
す
る
こ
と
。

２

前
項
の
表
の
下
欄
に
規
定
す
る
「
特
定
物
質
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
六
年
政
令
第
三
百
八
号
）
別
表
一
の
項
、
三
の
項
及
び
六
の
項
に
掲
げ
る
特
定
物
質

二

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
百
四
十
三
号
）
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン

（
再
商
品
化
等
の
基
準
）

第
三
条

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
再
商
品
化
等
を
実
施
す
べ
き
量
に
関
す
る
基
準
は
、
当
該
年
度
に
お
い
て
再
商
品
化
等
を
し
た
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
か
ら
分
離
さ
れ
た
部
品
及
び
材
料
の
う
ち
再
商
品
化
等
を
さ
れ
た
も
の
の
総
重
量
の
当
該
特
定

家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
総
重
量
に
対
す
る
割
合
が
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
割
合
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
か
ら
分
離
さ
れ
た
部
品

及
び
材
料
の
う
ち
再
商
品
化
を
さ
れ
た
も
の
の
総
重
量
の
当
該
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
総
重
量
に
対
す
る
割
合
が
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
以
上
で
あ

る
こ
と
と
す
る
。
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一

第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
特
定
家
庭
用
機
器
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の

百
分
の
六
十

百
分
の
六
十

二

第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
特
定
家
庭
用
機
器
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の

百
分
の
五
十
五

百
分
の
五
十
五

三

第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
特
定
家
庭
用
機
器
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の

百
分
の
五
十

百
分
の
五
十

四

第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
特
定
家
庭
用
機
器
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の

百
分
の
五
十

百
分
の
五
十

○
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
六
年
政
令
第
三
百
八
号
）
（
抄
）

別
表
（
第
一
条
関
係
）

特
定
物
質
の
種
類

特
定
物
質

オ
ゾ
ン
破
壊
係
数

一

議
定
書
附
属
書
Ａ

（
一
）

ト
リ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
一
）

一
・
〇

の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ

（
二
）

ジ
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
二
）

一
・
〇

（
三
）

ト
リ
ク
ロ
ロ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
一
三
）

〇
・
八

（
四
）

ジ
ク
ロ
ロ
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
一
四
）

一
・
〇

（
五
）

ク
ロ
ロ
ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
一
五
）

〇
・
六

二

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三

議
定
書
附
属
書
Ｂ

（
一
）

ク
ロ
ロ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
三
）

一
・
〇

の
グ
ル
ー
プ
Ｉ

（
二
）

ペ
ン
タ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
一
一
）

一
・
〇

（
三
）

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
一
二
）

一
・
〇

（
四
）

ヘ
プ
タ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
一
一
）

一
・
〇
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（
五
）

ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
一
二
）

一
・
〇

（
六
）

ペ
ン
タ
ク
ロ
ロ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
一
三
）

一
・
〇

（
七
）

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
一
四
）

一
・
〇

（
八
）

ト
リ
ク
ロ
ロ
ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
一
五
）

一
・
〇

（
九
）

ジ
ク
ロ
ロ
ヘ
キ
サ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
一
六
）

一
・
〇

（
一
〇
）

ク
ロ
ロ
ヘ
プ
タ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
一
七
）

一
・
〇

四
・
五

（
略
）

（
略
）

（
略
）

六

議
定
書
附
則
書
Ｃ

（
一
）

ジ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
一
）

〇
・
〇
四

の
グ
ル
ー
プ
Ｉ

（
二
）

ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
）

〇
・
〇
五
五

（
三
）

ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
三
一
）

〇
・
〇
二

（
四
）

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
二
一
）

〇
・
〇
四

（
五
）

ト
リ
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
二
二
）

〇
・
〇
八

（
六
）

ジ
ク
ロ
ロ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
二
三
）

１

二
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
一
・
一
・
一
―
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
二
三
）

〇
・
〇
二

２

そ
の
他
の
も
の

〇
・
〇
六

（
七
）

ク
ロ
ロ
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
二
四
）

１

二
―
ク
ロ
ロ
―
一
・
一
・
一
・
二
―
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
二
四
）

〇
・
〇
二
二

２

そ
の
他
の
も
の

〇
・
〇
四

（
八
）

ト
リ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
三
一
）

〇
・
〇
五

（
九
）

ジ
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
三
二
）

〇
・
〇
五

（
一
〇
）

ク
ロ
ロ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
三
三
）

〇
・
〇
六

（
一
一
）

ジ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
四
一
）

１

一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
一
―
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
四
一
ｂ
）

〇
・
一
一

２

そ
の
他
の
も
の

〇
・
〇
七

（
一
二
）

ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
四
二
）



- 6 -

１

一
―
ク
ロ
ロ
―
一
・
一
―
ジ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
四
二
ｂ
）

〇
・
〇
六
五

２

そ
の
他
の
も
の

〇
・
〇
七

（
一
三
）

ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
五
一
）

〇
・
〇
〇
五

（
一
四
）

ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
一
）

〇
・
〇
七

（
一
五
）

ペ
ン
タ
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
二
）

〇
・
〇
九

（
一
六
）

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
三
）

〇
・
〇
八

（
一
七
）

ト
リ
ク
ロ
ロ
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
四
）

〇
・
〇
九

（
一
八
）

ジ
ク
ロ
ロ
ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
五
）

１

三
・
三
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
一
・
一
・
一
・
二
・
二
―
ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
五

〇
・
〇
二
五

ｃ
ａ
）

２

一
・
三
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
一
・
一
・
二
・
二
・
三
―
ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
五

〇
・
〇
三
三

ｃ
ｂ
）

３

そ
の
他
の
も
の

〇
・
〇
七

（
一
九
）

ク
ロ
ロ
ヘ
キ
サ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
六
）

〇
・
一
〇

（
二
〇
）

ペ
ン
タ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
三
一
）

〇
・
〇
九

（
二
一
）

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
三
二
）

〇
・
一
〇

（
二
二
）

ト
リ
ク
ロ
ロ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
三
三
）

〇
・
二
三

（
二
三
）

ジ
ク
ロ
ロ
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
三
四
）

〇
・
二
八

（
二
四
）

ク
ロ
ロ
ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
三
五
）

〇
・
五
二

（
二
五
）

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
四
一
）

〇
・
〇
九

（
二
六
）

ト
リ
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
四
二
）

〇
・
一
三

（
二
七
）

ジ
ク
ロ
ロ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
四
三
）

〇
・
一
二

（
二
八
）

ク
ロ
ロ
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
四
四
）

〇
・
一
四

（
二
九
）

ト
リ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
五
一
）

〇
・
〇
一

（
三
〇
）

ジ
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
五
二
）

〇
・
〇
四
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（
三
一
）

ク
ロ
ロ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
五
三
）

〇
・
〇
三

（
三
二
）

ジ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
六
一
）

〇
・
〇
二

（
三
三
）

ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
六
二
）

〇
・
〇
二

（
三
四
）

ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
七
一
）

〇
・
〇
三

七
～
九

（
略
）

（
略
）

（
略
）

○
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
百
四
十
三
号
）
（
抄
）

（
温
室
効
果
ガ
ス
た
る
ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
）

第
一
条

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
は
、
次
に
掲
げ

る
と
お
り
と
す
る
。

一

ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
三
）

二

ジ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
三
二
）

三

フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
四
一
）

四

一
・
一
・
一
・
二
・
二
―
ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
一
二
五
）

五

一
・
一
・
二
・
二
―
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
一
三
四
）

六

一
・
一
・
一
・
二
―
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
一
三
四
ａ
）

七

一
・
一
・
二
―
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
一
四
三
）

八

一
・
一
・
一
―
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
一
四
三
ａ
）

九

一
・
一
―
ジ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
一
五
二
ａ
）

十

一
・
一
・
一
・
二
・
三
・
三
・
三
―
ヘ
プ
タ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
七
ｅ
ａ
）

十
一

一
・
一
・
一
・
三
・
三
・
三
―
ヘ
キ
サ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
三
六
ｆ
ａ
）

十
二

一
・
一
・
二
・
二
・
三
―
ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
四
五
ｃ
ａ
）

十
三

一
・
一
・
一
・
二
・
三
・
四
・
四
・
五
・
五
・
五
―
デ
カ
フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
四
三
―
一
〇
ｍ
ｅ
ｅ
）


